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問合せ　廿日市税務署（音声ガイダンス）緯荏所得税
および復興特別所得税の申告

　平成 年分の確定申告書には、マイナン
バー（個人番号）の記載は不要です。
　確定申告書へのマイナンバー（個人番
号）の記載は、平成 年分の確定申告書か
ら必要となるので注意してください。
　なお、平成 年 月以降に申請書・届出
書（更正の請求など）を提出する際には、
申請書・届出書にマイナンバー（個人番
号）を記載するとともに、申請する本人の
本人確認書類（番号確認および身元確認が
可能な書類）の提示または写しを添付する
必要があります。
　

　平成 年分から平成 年分まで、復興特
別所得税（原則として各年分の所得税額の
．％）を所得税と併せて申告・納付する
こととされています。
　確定申告書を作成するときは、「復興特
別所得税額」欄に記載漏れの無いよう注意
してください。
※還付申告の人も含め、申告する全ての人
　に関して「復興特別所得税額」欄の記載
　が必要です

期　間　 月 日 ～ 月 日
※来場は公共交通機関を利用してください
※土・日曜日は税務署の閉庁日です。申告の相談と窓口
での申告書の受け付けは行っていません。申告書は、
郵送または税務署の時間外収受箱への投函で提出する
ことができます
■廿日市税務署（新宮 ‐ ‐ ）
相談時間　 時～ 時（受け付けは 時まで）
※ 月 日 以前は、相談を受けるまで時間がかかる可
能性があります。申告相談で税務署に来署する人は、
可能な限り上記の期間内に来場するか、郵便などで提
出してください
■「ＮＴＴクレドホール」基町クレド・パセーラ
　 階（広島市中区基町 ‐ ）
相談時間　 時～ 時（受け付けは 時まで）
※ 月 日 以前は申告会場を設けていません

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
では、画面の案内に従って金額などを入力することで、
確定申告書などを作成することができます。ぜひ利用し
てください。また、印刷して税務署へ郵送などで提出す
ることもできます。
■「給与・公的年金専用」の申告書作成画面を新設
　初めての人でも操作しやすい画面となっていますので、
ぜひ利用してください。

復興特別所得税の記載漏れに注意

申告書の作成は、
便利な「確定申告書等作成コーナー」で

申告会場の案内
（どちらの会場でも申告相談を受け付けています）マイナンバー制度に関して

　次の①と②の両方に該当する場合は、所得税および復興特別所得税の確定申告（提出・納税）が不要
です。
①公的年金などの収入金額の合計額が、 万円以下
②公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が、 万円以下
　ただし、上記①と②の両方に該当する場合でも、所得税および復興特別所得税の還付を受ける人は、
確定申告書の提出が必要です。
※所得税および復興特別所得税の確定申告が不要でも、市県民税の申告が必要になる場合があります。
　詳しくは、市課税課緯運 に問い合わせてください

　納付には便利な振替納税を利用してください。振替納税を申し込む場合は、「預貯金口座振替依頼書兼
納付書送付依頼書」を税務署へ法定納期限までに提出してください。
■平成 年分申告所得税および復興特別所得税の法定納期限
　　 月 日 【口座振替の場合：振替日 月 日 】
■平成 年分消費税および地方消費税（個人事業者）の法定納期限
　　 月 日 【口座振替の場合：振替日 月 日 】

公的年金などを受給している人へ　－年金所得者の申告不要制度－

納付期限と振替納税の利用
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問合せ　課税課緯運市･県民税の申告

■ 申告に必要なもの陰所得金額を証明する書類（源泉徴収票、収支内訳書など）隠社会保険料の領収書、生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・長期損害
保険料の支払証明書など韻医療費控除を受ける人は、医療費などの領収書（必ず病院ごと、個人ごとに
まとめて、集計しておいてください）吋印鑑（ゴム製不可）

※陰～韻は平成 年中（平成 年 月～ 月）のものに限る

市県民税の申告は市役所、各支所へ
市県民税の申告書は、期限内に早めに提出しましょう。

■ 市県民税の申告が必要な人
条　件区　分

平成 年 月 日現在、廿日市市に住んでいた人で、平成 年
中（平成 年 月～ 月）に所得のあった人
※「所得」とは、総収入から必要経費を引いた残りです

市県民税の
申告が
必要な人

・税務署に所得税の確定申告書を提出した人
・所得が給与または公的年金などのみで、勤務先や公的年金な
どの支払者から支払報告書（源泉徴収票）が市へ提出されて
いる人（生命保険料控除や医療費控除などを追加する場合は
申告が必要です）

市県民税の
申告が
必要ない人

■ 市県民税の申告相談日程
と　きところ

時 分～ 時

月 日 ～ 月 日
（期間中のうち土・日・祝を除く）市役所 階　申告相談会場

月 日 ～ 月 日
（期間中のうち水・土・日を除く）佐伯支所 階　申告相談会場

月 日 ～ 月 日
（期間中のうち木・土・日を除く）大野支所 階　申告相談会場

時～ 時

月 日 、 月 日
月 日 、 月 日吉和支所 階　申告相談会場

月 日 、 月 日
月 日 、 月 日宮島支所 階　申告相談会場

※今年から佐伯支所は水曜、大野支所は木曜の申告受け付けは実施しません

忘れずに、　お早めに
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【軽自動車二輪（ 呪以下）】広島県軽自動車協会広島支所緯 （ ）
【二輪の小型自動車（ 呪超）】中国運輸局広島運輸支局緯 （ ）
【軽四輪自動車（三輪含む 呪以下）】軽自動車検査協会広島主管事務所緯 （ ）
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